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（火曜日）
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・
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日
発
行
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特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
の
指
定
（
環
境
政
策
課
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国
土
調
査
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果
の
認
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課
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県
労
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会
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任
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（
労
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策
課
）
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営
茶
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地
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農
村
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域
防
災
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災
事
業
変
更
計
画
書
の
縦
覧
（
農
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整
備
課
）
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測
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実
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（
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告

示

山
口
県
告
示
第
三
百
二
十
八
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有

害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
五
年
十
一
月
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

周
南
市
大
字
栗
屋
字
奈
切
三
四
の
一
の
一
部
、
三
四
の
三
の
一
部
、
一
〇
三
〇
八
の
一
四
の
一
部

及
び
一
〇
三
〇
八
の
一
五
の
一
部

二

特
定
有
害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物
、
鉛
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

山
口
県
告
示
第
三
百
二
十
九
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
区
域
及
び
区
分
に
つ
い
て

同
法
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
。

令
和
五
年
十
一
月
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

区

域

区

分

新
南
陽
区
域

主
と
し
て
ぼ
ら
囲
刺
網
を
使
用
し
て
営
む
漁
業

公

告

（
二
一
二
）
国
土
調
査
の
成
果
の
認
証

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
調
査

の
成
果
を
次
の
と
お
り
認
証
し
ま
し
た
。

令
和
五
年
十
一
月
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

国
土
調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称
等

国
土
調
査
を

行
っ
た
者
の

名
称

国
土
調
査
を
行
っ
た
期
間

成
果
の
名
称

国
土
調
査
を
行
っ
た
地
域

下

関

市

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら

令
和
四
年
十
一
月
三
十
日
ま
で

下
関
市
地
籍
図

下
関
市
地
籍
簿

彦
島
迫
町
二
丁
目
、
彦
島
迫
町

三
丁
目
及
び
彦
島
迫
町
七
丁
目

の
各
一
部

二

認
証
年
月
日

令
和
五
年
十
一
月
十
四
日

一
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（
二
一
三
）
山
口
県
労
働
委
員
会
の
委
員
の
任
命

労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
第
十
九
条
の
十
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

令
和
五
年
十
一
月
三
日
山
口
県
労
働
委
員
会
の
委
員
を
次
の
と
お
り
任
命
し
ま
し
た
。

令
和
五
年
十
一
月
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

区

分

氏

名

職

名

労
働
者
委
員

森
本

正
宏

全
日
本
自
治
団
体
労
働
組
合
山
口
県
本
部
執
行
委
員
長

公
益
委
員

中
村
美
紀
子

山
口
大
学
経
済
学
部
教
授

（
二
一
四
）
県
営
茶
屋
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
変
更
計
画
書
の
縦
覧

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

茶
屋
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
の
事
業
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
五
年
十
一
月
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
茶
屋
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
五
年
十
一
月
十
五
日
か
ら
同
年
十
二
月
四
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

（
二
一
五
）
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省
不
動
産
・
建
設
経
済
局
地
籍
整
備
課
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共

測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

令
和
五
年
十
一
月
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
航
空
レ
ー
ザ
測
量
）

二

作
業
の
地
域

下
関
市

三

作
業
の
期
間

令
和
五
年
七
月
十
三
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
十
五
日
ま
で

（
二
一
六
）
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省
中
国
地
方
整
備
局
山
口
河
川
国
道
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り

公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

令
和
五
年
十
一
月
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

二

作
業
の
地
域

防
府
市
大
字
富
海

三

作
業
の
期
間

令
和
五
年
十
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
十
五
日
ま
で

（
二
一
七
）
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省
中
国
地
方
整
備
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る

旨
の
通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

令
和
五
年
十
一
月
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
航
空
レ
ー
ザ
測
量
）

二

作
業
の
地
域

下
関
市
、
宇
部
市
、
山
口
市
、
萩
市
、
長
門
市
、
美
祢
市
及
び
山
陽
小
野
田
市

三

作
業
の
期
間

二

山 口 県 報 （定期） 第 454 号令和５年11月14日 火曜日



令
和
五
年
十
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
六
年
二
月
二
十
九
日
ま
で

（
二
一
八
）
公
共
測
量
の
実
施
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
山
口
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
の
実
施
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ

り
ま
し
た
。

令
和
五
年
十
一
月
十
四
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
車
載
写
真
レ
ー
ザ
測
量
）

二

作
業
の
地
域

山
口
市

三

作
業
の
期
間

令
和
五
年
五
月
八
日
か
ら
同
年
九
月
二
十
九
日
ま
で

二
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令
和
五
年
十
一
月
十
四
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
五
年
十
一
月
十
四
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


